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平成21年６月23日（火曜日） 第2090号秋　　田　　県　　公　　報
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
実
施

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

一　

作
業
の
種
類

　
　

基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情
報
整
備
業
務
）

二　

作
業
を
行
う
地
域

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

森

林

の

所

在

場

所

全　
　
　

面　
　
　

積

保
安
林
指
定
面
積

実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

指
定
の
目
的

指　
　

定　
　

施　
　

業　
　

要　
　

件

郡　

市

町　

村

（
大
字
）

字

地　
　

番

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）
実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

立
木
の
伐
採
の
方
法

立
木
の
伐
採
の

限
度

伐
採
種
別

標
準
伐
期
齢

間
伐
そ
の
他
特

別
の
場
合
の
伐

採
に
係
る
も
の

男
鹿
市

船
川
港
仁

井
山

滝
沢

九
五

七
、
六
七
一

〇
・
七
六
七
一

〇
・
七
六
七
一
土
砂
の
崩
壊
の

防
備

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

主
伐
と
し
て
伐

採
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市

町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備

計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以

上
の
も
の
と
す

る
。

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

　

（
「
附
属
明
細
書
」
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
男
鹿
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
告　
示

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
九
二
・
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
）
…
…
…
１

○
基
本
測
量
実
施
の
通
知
（
二
九
三
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

○
能
代
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
（
二
九
四
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
…
２

　
　
公　
告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
北
秋
田
地
域
振
興

　

局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
２

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
一
〇
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
一
〇
三
）
…
…
３

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
〇
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
一
〇
五
）
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
修
正
に
つ
い
て
（
一
〇
六
）
…
４

　
　
人
事
委
員
会
規
則

○
人
事
委
員
会
規
則
八―

七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償

　

還
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
人
事
委
員
会
規
則
九―

九
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
公
営
企
業
管
理
規
程

○
秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
六
・
公
営

　

企
業
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の

で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久
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秋
田
市
、
由
利
本
荘
市

三　

作
業
を
行
う
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
ま

で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
、
能
代
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
代
港
港
湾
管
理
者　

秋
田
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

能
代
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

　

㈠　

公
共
埠
頭
計
画

　

㈡　

土
地
造
成
及
び
土
地
利
用
計
画

二　

変
更
後
の
港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
港
湾
空
港
課

　
　

能
代
市
字
大
森
山
一
番
地
二　

能
代
港
湾
事
務
所

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
森
吉
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及

び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
米
内
沢
字
薬
師
下
百
三
十
六
番
地　
　
　
　
　

北
林　

照
助

　
　

〃　
　
　

五
味
堀
字
五
味
堀
三
十
一
番
地　
　
　
　
　
　

春
日　

正
一

　
　

〃　
　
　

浦
田
字
寄
延
上
岱
三
十
三
番
地　
　
　
　
　
　

工
藤　

要
吉

　
　

〃　
　
　

米
内
沢
字
桐
木
岱
十
八
番
地
六　
　
　
　
　
　

鈴
木
由
太
郎

　
　

〃　
　
　

浦
田
字
浦
田
四
十
九
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

石
崎　

英
夫

　
　

〃　
　
　

小
又
字
小
又
三
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

森
川　

賢
蔵

　
　

〃　
　
　

本
城
字
館
ノ
下
百
六
十
五
番
地　
　
　
　
　
　

柴
田　

豊
吉

　
　

〃　
　
　

桂
瀬
字
岩
堂
上
岱
八
十
八
番
地　
　
　
　
　
　

白
澤　

昭
喜

　
　

〃　
　
　

阿
仁
前
田
字
神
成
百
二
十
番
地
一　
　
　
　
　

吉
田
徳
三
郎

　
　

〃　
　
　

米
内
沢
字
鶴
田
六
十
五
番
地
一　
　
　
　
　
　

佐
藤　

健
次

　
　

〃　
　
　

根
森
田
字
尽
森
下
堺
田
五
十
八
番
地　
　
　
　

土
佐　
　

武

二　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
小
又
字
新
屋
布
七
十
三
番
地
一　
　
　
　
　
　

森
川　

作
治

　
　

〃　
　
　

本
城
字
館
の
下
百
七
十
三
番
地　
　
　
　
　
　

柴
田
喜
代
志

　
　

〃　
　
　

浦
田
字
白
坂
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
崎　
　

久

　
　

〃　
　
　

米
内
沢
字
長
野
八
十
四
番
地　
　
　
　
　
　
　

根
田　

輝
男

三　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
五
味
堀
字
五
味
堀
三
十
一
番
地　
　
　
　
　
　

春
日　

正
一

　
　

〃　
　
　

米
内
沢
字
桐
木
岱
十
八
番
地
六　
　
　
　
　
　

鈴
木
由
太
郎

　
　

北
秋
田
市
米
内
沢
字
根
小
屋
百
三
十
八
番
地
二　
　
　
　

武
石　

富
雄

　
　

〃　
　
　

阿
仁
前
田
字
神
成
百
二
十
番
地
一　
　
　
　
　

吉
田
徳
三
郎

　
　

〃　
　
　

桂
瀬
字
岩
堂
上
岱
八
十
八
番
地　
　
　
　
　
　

白
澤　

昭
喜

　
　

〃　
　
　

本
城
字
館
ノ
下
百
六
十
五
番
地　
　
　
　
　
　

柴
田　

豊
吉

　
　

〃　
　
　

浦
田
字
浦
田
七
十
一
番
地
二　
　
　
　
　
　
　

三
浦　

啓
治

　
　

〃　
　
　

根
森
田
字
尽
森
下
堺
田
五
十
八
番
地　
　
　
　

土
佐　
　

武

　
　

〃　
　
　

米
内
沢
字
諏
訪
岱
八
十
六
番
地
二　
　
　
　
　

北
林　

哲
雄

　
　

〃　
　
　

浦
田
字
寄
延
上
岱
三
十
三
番
地　
　
　
　
　
　

工
藤　

要
吉

　
　

〃　
　
　

小
又
字
小
又
三
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

森
川　

賢
蔵

　
　

〃　
　
　

米
内
沢
字
桐
木
岱
三
百
二
十
二
番
地　
　
　
　

佐
藤　

長
作

四　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

北
秋
田
市
小
又
字
新
屋
布
七
十
三
番
地
一　
　
　
　
　
　

森
川　

作
治

　
　

〃　
　
　

米
内
沢
字
長
野
八
十
四
番
地　
　
　
　
　
　
　

根
田　

輝
男

　
　

〃　
　
　

本
城
字
館
の
下
百
七
十
三
番
地　
　
　
　
　
　

柴
田
喜
代
志

　
　

〃　
　
　

浦
田
字
白
坂
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
崎　
　

久

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
仙
南
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更

に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
六
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
選
管
告
示
第
百
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

地
区
名

施
設
名

施
設
諸
元

備　

考

大
森
地
区
岸
壁

水
深　

十
メ
ー
ト
ル

延
長　

一
八
五
メ
ー
ト
ル
既
設

埠
頭
用
地
面
積　

五
ヘ
ク
タ
ー
ル

既
設
の
計
画
変
更

地
区
名

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

用
途

大
森
地
区

二
〇
埠
頭
用
地

五
港
湾
関
連
用
地

三
九
工
業
用
地

八
交
通
機
能
用
地

四
緑
地

地
区
名

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

用
途

大
森
地
区

二
〇
埠
頭
用
地

五
港
湾
関
連
用
地

三
九
工
業
用
地

八
交
通
機
能
用
地

四
緑
地

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

届
出
年
月
日

佐
藤
義
久
後
援
会

佐　

藤　

義　

久

佐　

藤　

美
喜
男

潟
上
市
昭
和
乱
橋
下
畑
九
十
一
─
一

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日

青
山
ゆ
た
か
後
援
会

青　

山　
　
　

豊

青　

山　
　
　

茂

横
手
市
平
和
町
十
一
番
一
号

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体



３

平成21年６月23日（火曜日） 第2090号秋　　田　　県　　公　　報

秋
選
管
告
示
第
百
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

青
山
ゆ
た
か
後
援
会

青　

山　
　
　

豊

青　

山　
　
　

茂

横
手
市
平
和
町
十
一
番
一
号

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

自
由
民
主
党
秋
田
県
理
容
支
部

会

計

責

任

者

村　

井　

治　

美

畠　

山　

満　

雄

平
成
二
十
一
年
五
月
十
三
日

自
由
民
主
党
秋
田
県
支
部
連
合

会

会

計

責

任

者

武　

田　

英　

文

佐　

藤　

健
一
郎

平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日

自
民
党
秋
田
県
軍
恩
総
支
部

代

表

者

佐
々
木　

宏　

助

赤　

坂　

粂　

治

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一　

政
党

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

川
口
ひ
ろ
し
後
援
会
連
合
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
山
崎
二
─
六
十
八

秋
田
市
川
尻
大
川
町
十
二
番
三
十
八
号

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

伊
藤
正
春
後
援
会

代　
　

表　
　

者

伊　

藤　

正　

春

八　

柳　

知　

三

平
成
二
十
一
年
五
月
十
一
日

会

計

責

任

者

伊　

藤　

一　

成

浅　

野　

日
登
志

秋
田
県
理
容
政
治
連
盟

会

計

責

任

者

村　

井　

治　

美

畠　

山　

満　

雄

平
成
二
十
一
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟
秋
田
し

ん
せ
い
支
部

会

計

責

任

者

佐　

藤　

茂　

良

相　

庭　

直　

一

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

秋
田
県
商
工
政
治
連
盟

代　
　

表　
　

者

村　

岡　

淑　

郎

菅　

原　

三　

朗

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
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秋
選
管
告
示
第
百
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

秋
選
管
告
示
第
百
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第

一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報

告
書
に
つ
い
て
、
修
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
修
正
し
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

川
原
正
幸
後
援
会

佐　

藤　

隆　

昭

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

た
け
だ
一
俊
後
援
会

虻　

川　

誠　

夫

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日

加
藤
な
が
み
つ
後
援
会

佐　

藤　

牧　

夫

平
成
二
十
一
年
五
月
十
一
日

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
五
日

木
の
ま
ち
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

佐　

藤　

牧　

夫

平
成
二
十
一
年
五
月
十
一
日

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
五
日

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
百
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

Ⅰ
　

種
類

　
政

治
資

金
規

正
法

第
17条

第
1項

の
規

定
に

よ
る

報
告

書
Ⅱ

　
報

告
書

の
要

旨
１

　
収

入
及

び
支

出
の

な
い

団
体

　
⑴

　
そ

の
他

の
政

治
団

体

政
治

団
体

の
名

称
報

告
年

月
日

川
原

正
幸

後
援

会
（

平
成

21年
分

）
平

成
21年

５
月

７
日

た
け

だ
一

俊
後

援
会

（
平

成
19､20､21年

分
）

平
成

21年
５

月
18日

加
藤

な
が

み
つ

後
援

会
（

平
成

19､20､21
年

分
）

平
成

21年
５

月
25日

木
の

ま
ち

再
生

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

（
平

成
19､20､21年

分
）

平
成

21年
５

月
25日

　
平

成
20年

秋
選

管
告

示
第

76号
　

報
告

書
の

要
旨

　
自

由
民

主
党

秋
田

県
潟

上
市

第
一

支
部

欄
中

「　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  を
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  」
「

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

   に
改

め
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

る
。

　
平

成
20年

秋
選

管
告

示
第

76号
　

報
告

書
の

要
旨

　
秋

田
県

建
築

設
計

事
務

所
政

経
研

究
会

欄
中

「　
　

　
　

　
　

　
　

  を
　

　
　

　
　

　
　

  」
「

3,900,000
3,895,904

4,096
2,000,000

1,900,000
3,9

00,000
3,900,000

55,561
206,828

385,515
647,904

3,200,000
48,000

3,248,000
3,895,904

3,900,000
3,896,727

3,273
2,000,000

1,900,000
3,9

00,000
3,900,000

55,561
207,651

385,515
648,727

00,000
3,900,000

55,561
207,651

385,515
648,727

3,200,000
48,000

3,248,000
3,896,727

3,718,051
276,740

3,713,713
3,441,311

4,33

8
4,338

108,740
108,740

48,000
120,000

168,

000
276,740

3,718,051
277,580

3,713,713
3,440,471

4,33

8
4,338

109,580
109,580

48,000
120,000

168,

000
277,580
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人
事
委
員
会
規
則
八―

七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　

人
事
委
員
会
規
則
八―

七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）

　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

規
則
八―

七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

六　

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

人
事
委
員
会
規
則
九―

九
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
九―

九
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

規
則
九―

九
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
「
財
団
法
人
秋
田
県
物
産
振
興
会
」
を
削
り
、
「
秋
田
県
住

宅
供
給
公
社
」　

「
秋
田
県
住
宅
供
給
公
社

　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号

　
　
　

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
百
十
五
条
第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
百
二
十
六
条
第
二

項
中
「
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
三
項
中
「
又
は
」
を
「
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
委
託
契
約

又
は
」
に
、
「
管
理
者
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
⑴
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
資
本
金
の
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
十
五
条

第
一
項
及
び
第
百
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日

以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
内
容
に
相
当
す
る
事
項
を
記
載
し
た

契
約
条
項
を
示
し
て
締
結
さ
れ
る
契
約
に
係
る
損
害
金
又
は
利
息
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
公
営
企
業
財

務
規
程
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
規
定

す
る
内
容
に
相
当
す
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
条
項
を
示
し
て
締
結
さ
れ

た
契
約
に
係
る
損
害
金
又
は
利
息
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

 に
改

め
る

。
　

　
　

　
　

　
　

 」
　

平
成

20年
秋

選
管

告
示

第
76号

　
報

告
書

の
要

旨
　

渡
辺

ゆ
う

子
後

援
会

欄
中

「　
　

　
　

　
　

　
　

　
 を

　
　

　
　

　
　

　
　

 」
「　

　
　

　
　

　
　

　
　

 に
改

め
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
 」

226,556
226,198

226,556
358

358

000
277,580

226,466
226,198

226,466
268

268

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則

　
　
　
　
　
公
営
企
業
管
理
規
程

地
方

公
営

企
業

等
金

融
機

構
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


